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定住促進のための住宅取得・住宅新築等助成金交付要綱 

平成29年４月１日 

訓令第７号 

定住促進のための住宅取得・住宅新築等助成金交付要綱(平成27年豊丘村訓令

第18号)の全部を改正する要綱をここに公布する。 

(目的) 

第１条 この要綱は、本村への新規転入者の増加及び本村からの転出者の減少に

よる定住人口の増加を図るため、豊丘村に定住のために住宅用地を取得する者

及び住宅を新築、増改築リフォーム又は中古住宅を取得する者に対し、定住促

進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金(以下「助成金」という。)を交付

することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成２年豊丘村規則第４号)に定

めるもののほか、必要な事項を定める。 

(定義) 

第２条 この要綱において、用いる言葉の定義は次による。 

(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではな

く、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有す

ること。 

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し利用上の独立性を有する延べ床

面積50m２以上280m２未満の住宅で、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住

宅で延べ床面積の２分の１以上を住宅の用に供していると村長が認定したも

のを含む。)。 

(3) 中古住宅 建築後１年以上経過した、過去に居住の用に供されたことの

ある住宅(土地を含む。)で、前号の条件を満たすものをいう。ただし、３親

等内の親族から購入する住宅は除く。 

(4) 増改築リフォーム 子世帯又は親世帯が、転居又は転入を伴わない世帯

の世帯員が現に居住している住宅(賃貸用の住宅を除く。)を新たに同居の目

的で、住宅の機能向上のために行う次のいずれかの工事であるものとする。 

ア 既存の住宅に付け加えて建設するもので、床面積10m２以上の居室１部屋

以上が増床となるもの。ただし、既存の住宅の一部を取り壊し、新たに付
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け加えて建設する場合も含むものとする。 

イ 既存の建物の一部を取り壊し、従前と同様の用途、規模のものに建て替

えるもの。 

ウ 多世代同居のために必要な補修、改造若しくは設備改善のための工事で

あるもの。 

(5) 住宅用地 第２号に掲げる住宅を建築するための住宅用地及び第３号に

掲げる中古住宅の購入に付随して取得する150m２以上の住宅用地。 

(6) 山間地区 中山間地域活性化交付金交付要綱(平成21年豊丘村訓令第２

号)第２条に定める次に掲げる地域。堀越区、田村区のうち長沢・笹久保地

区、林区のうち佐原地区、福島区、壬生沢区 

(7) 補助金及び補償金 特定の住宅の新築に対し国、県又は村等から交付さ

れる補助金で別紙に定めるもの及び道路用地等のための収用を原因として

国、県又は市町村等から交付される補償金。 

(助成金申請者) 

第３条 助成金の申請者は、対象となる住宅、中古住宅及び住宅用地の登記名義

人(住宅、中古住宅が未登記の場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341

条第13号に規定する家屋補充課税台帳に登録されるべき者。)とし、以下の要

件を全て満たしている場合に申請できるものとする。なお、共有名義の場合は

いずれか一人の名前で申請するものとする。ただし、増改築リフォームにおい

ては、建築工事契約者が申請できるものとする。 

(1) 申請者の世帯全員に、現在居住している市区町村の市区町村税の滞納が

ないこと。 

(2) 自治組織(区、自治会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的

に参加する者。 

(助成金の種類及び申請期限) 

第４条 助成金は住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金から構成される。 

２ 住宅用地取得助成金は第６条の交付要件に該当した日から３年以内に村長に

申請しなければならない。 

３ 住宅新築等助成金は第７条の交付要件に該当した日から３年以内に村長に申
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請しなければならない。 

(助成金の対象経費) 

第５条 住宅用地取得助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。 

(1) 土地の取得に係る経費 

２ 住宅新築等助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。 

(1) 新築住宅の工事請負契約に係る経費 

(2) 中古住宅の売買契約に係る経費 

(3) 住宅の増改築リフォームに要する経費 

３ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる増改築リフォームに係る経費は補助の

対象としない。 

(1) 敷地の造成、門、塀その他の住宅の外構工事に係る経費 

(2) 家具、家庭用電気機械器具等の設置等に係る経費 

(3) 物置、車庫等の設置等に係る経費 

(4) その他村長が補助の対象として適当でないと認める経費 

(住宅用地取得助成金) 

第６条 住宅用地取得助成金の交付要件、交付金額及び申請に必要な提出書類は

次のとおりとする。 

交付要件 交付金額 提出書類 

次の①②③いずれかに該

当するときとする。 

①豊丘村に定住のための

住宅を新築する目的で

住宅用地を取得し、申

請者への所有権移転登

記が完了したとき。た

だし、住宅用地の取得

前後２年以内に住宅の

建築に着手した場合に

限る。 

住宅用地の取得金額

(土地造成を申請者が

行う場合は造成工事費

も含む。)から他の補

助金及び補償金を控除

したものに１／３を乗

じた額(算出した助成

金額に1,000円未満の

端数があるときはこれ

を切り捨てた額とす

る)。 

・住宅用地取得助成金交付申請

書(様式第１号) 

・土地売買契約書(写し) 

・建築工事届(写し)又は住宅建

築確約書(様式第２号)(ただ

し、③に該当する者は除く。) 

・土地代金領収書(写し) 

・土地登記事項証明書 

・土地造成工事領収書、設計図

面及び工事写真(造成工事を申

請者の負担で実施した場合) 
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②豊丘村に定住のための

中古住宅を取得するの

に付随して住宅用地を

取得し、申請者への所

有権移転登記が完了し

たとき。ただし、中古

住宅の取得前後１年以

内に当該住宅用地を取

得した場合に限る。 

③豊丘村に定住のための

新築又は中古住宅を取

得し、付随する住宅用

地を借地として使用し

ていた申請者が、売買

により当該住宅用地を

取得し、所有権移転登

記を完了したとき。た

だし、取得時に住宅が

存在し、かつ、取得後

も継続して当該住宅に

居住する場合に限る。 

ただし、60万円を限度

とする。 

・納税義務のある世帯員全ての

過去３年分の市区町村税の納

税証明書(ただし、豊丘村に納

税義務がある分については、

課税・納税状況に関する公簿

等の閲覧同意書(様式第７号)

を提出した場合に限り省略す

ることができる。) 

・自治組織加入誓約書(様式第３

号)(自治会未加入者のみ) 

・土地に係る他の補助金及び補

償金の金額の分かる書類(他の

補助金及び補償金を受けた場

合のみ) 

２ 前項の造成工事費には消費税及び地方消費税を含める。 

３ 住宅用地取得助成金は、一世帯につき一回のみ申請できるものとする。 

(住宅新築等助成金) 

第７条 住宅新築等助成金の交付要件、交付金額及び申請に必要な提出書類は次

のとおりとする。 

交付要件 交付金額 提出書類 

次の①②のいずれかに該

当するときとする。 

住宅の建築工事費から

他の補助金を控除した

・住宅新築等助成金交付申請書

(様式第４号) 
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①豊丘村に定住のための

住宅を新築又は増改築

リフォームし、建物表

題登記が完了したとき

(登記しない場合は村

長が完成したと認定し

たとき)。ただし、増

改築リフォームについ

ては、既に多世代同居

をしている又は１年以

内に新たに同居を始

め、３年以上継続する

見込みがあるとき。 

②豊丘村に定住のための

中古住宅を取得し、所

有権移転登記が完了し

たとき。 

ものに１／10を乗じた

額(併用住宅の場合、

さらに延べ床面積に占

める居住部分の割合を

乗じた額)(算出した助

成金額に1,000円未満

の端数があるときはこ

れを切り捨てた額とす

る)。 

また、中古住宅の場合

は売買金額から他の補

助金を控除したものに

１／２を乗じた額(併

用住宅の場合、さらに

延べ床面積に占める居

住部分の割合を乗じた

額)(算出した助成金額

に1,000円未満の端数

があるときはこれを切

り捨てた額とする)。 

ただし、山間地区は80

万円、山間地区以外の

地区は60万円を限度と

し、増改築リフォーム

の場合の交付限度額は

上記の１／２とする。 

・建築工事請負契約書(写し)(中

古住宅の場合は建物売買契約

書(写し)) 

・建築工事代金領収書(写し)(中

古住宅の場合は建物売買代金

領収書(写し)) 

・建物登記事項証明書 

・建物平面図(増改築リフォーム

の場合は、工事の前後を示し

た平面図) 

・工事写真(着工前・工事中・完

成後)(中古住宅の場合は取得

した建物写真) 

・納税義務のある世帯員全ての

過去３年分の市区町村税の納

税証明書(ただし、豊丘村に納

税義務がある分については、

課税・納税状況に関する公簿

等の閲覧同意書(様式第７号)

を提出した場合に限り省略す

ることができる。) 

・自治組織加入誓約書(様式第３

号)(自治会未加入者のみ) 

・他の補助金及び補償金の金額

の分かる書類(他の補助金及び

補償金を受けた場合のみ) 

・住民票の謄本 

・その他、村長が必要と認める

書類 
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２ 前項の住宅の建築工事費及び中古住宅の売買金額には消費税及び地方消費税

を含める。 

３ 住宅新築等助成金は、一世帯につき一回のみ申請できるものとする。 

(リフォーム助成金、豊丘村空き家改修費補助金、豊丘村若い世代の住宅取得

補助金の関係) 

第８条 前条第１項に掲げる定住のための住宅を増改築リフォームしたことに対

して住宅新築等助成金を受ける者ついては、豊丘村地域内消費循環住宅リフォ

ーム助成金の実施に関する要綱(平成27年豊丘村訓令第13号)に基づくリフォー

ム助成金及び豊丘村空き家改修費補助金交付要綱(平成28年豊丘村要綱第53号)

に基づく豊丘村空き家改修費補助金の交付申請をすることはできない。 

２ 前条第１項に掲げる中古住宅の取得に対して住宅新築等助成金を受ける者で

あっても、豊丘村空き家改修費補助金の交付申請はできるものとする。 

３ 前条第１項に掲げる定住のための住宅を新築したことに対して住宅新築等助

成金を受ける者であっても、豊丘村若い世代の住宅取得補助金(平成27年豊丘

村訓令第16号)の交付申請はできるものとする。 

４ 前条第１項に掲げる定住のための住宅を取得したことに対して住宅新築等助

成金を受ける者であっても、当該住宅の増改築リフォームのための住宅新築等

助成金の交付申請はできるものとする。 

(中古住宅及びその敷地の取得価額) 

第９条 中古住宅及びその敷地について、建物及び土地の金額を明確に区分せず

取得した場合、相続税評価額で按分したものを住宅用地取得助成金及び住宅新

築等助成金算出の基礎とする。 

(交付決定) 

第10条 村長は第５条及び第６条に規定する交付申請書を受理したときは、その

内容を審査の上交付の可否を決定し、その結果を定住促進のための住宅用地取

得・住宅新築等助成金決定(却下)通知書(様式第５号)により申請者に通知する

ものとする。 

(助成金の請求) 

第11条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者は、住宅用地取得助成
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金・住宅新築等助成金請求書(様式第６号)を村長に提出しなければならない。 

(助成金の返還) 

第12条 助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

村長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の全額又は一部を返還しなけ

ればならない。 

(1) 助成金の支給を受けた者が助成金の交付決定の日から起算して５年以内

に自治組織を脱退した場合又は虚偽その他不正の手段により助成金の交付決

定を受けたとき 助成金の全額 

(2) 住宅用地取得助成金の対象となった住宅用地(第６条の表の交付要件の欄

中①に該当する場合)の取得後２年以内に住宅の建築に着手しなかったとき 

住宅用地取得助成金の全額 

(3) 住宅用地取得助成金の対象となった住宅用地に建築した住宅の取得日か

ら10年未満の間に他人への貸与・売却、転居、転出又は取壊し等の理由によ

り居住しなくなったとき 住宅用地取得助成金について、次に定める金額

(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額) 

取得日からの年数 返還額 

１年以内 助成額の100分の100 

１年以上２年以内 助成額の100分の90 

２年以上３年以内 助成額の100分の80 

３年以上４年以内 助成額の100分の70 

４年以上５年以内 助成額の100分の60 

５年以上６年以内 助成額の100分の50 

６年以上７年以内 助成額の100分の40 

７年以上８年以内 助成額の100分の30 

８年以上９年以内 助成額の100分の20 

９年以上10年以内 助成額の100分の10 

(4) 住宅新築等助成金の対象となった新築住宅又は中古住宅に、交付決定日

から10年未満の間に他人への貸与・売却、転居、転出又は取壊し等の理由に

より居住しなくなったとき 住宅新築等助成金について、次に定める金額
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(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額) 

交付決定日からの年数 返還額 

１年以内 助成額の100分の100 

１年以上２年以内 助成額の100分の90 

２年以上３年以内 助成額の100分の80 

３年以上４年以内 助成額の100分の70 

４年以上５年以内 助成額の100分の60 

５年以上６年以内 助成額の100分の50 

６年以上７年以内 助成額の100分の40 

７年以上８年以内 助成額の100分の30 

８年以上９年以内 助成額の100分の20 

９年以上10年以内 助成額の100分の10 

(5) 住宅新築等助成金の対象となった増改築リフォームを行った住宅に、交

付決定日から３年未満の間に転居、転出又は取壊し等の理由により同居をし

なくなったとき 住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金について、次に

定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て

た額) 

交付決定日からの年数 返還額 

１年以内 助成額の100分の100 

１年以上２年以内 助成額の100分の80 

２年以上３年以内 助成額の100分の50 

(補則) 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

附 則 

この要綱は平成29年４月１日から施行する。 


